
 

平成１７年１２月１日 
 

「内航ケミカル船への新構造設備基準等の 
適用に関する検討会」事務局御中 

 
（社）日本植物油協会 

 
油 糧 輸 出 入 協 議 会 

        

                                 
 

MARPOL 条約付属書Ⅱ及び IBC コード改定に伴う 
油脂類輸送船の適用緩和について（意見書） 

 
 

平素より当業界に対しまして格別のご指導、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、ご高承のとおり、海洋汚染防止条約（MARPOL 条約）付属書Ⅱ並びに「危険化学品

のバラ積み輸送のための船舶の構造及び設備に関する国際規制（IBC コード）」の検討が進め

られ、改正の方向が明確にされました。 
この改正の方向において、私どもが製造及び輸入しております油脂類につきましては、これ

までの汚染分類は「D」から新区分の「Ｙ」へ、バルク輸送の船型要件は規制を受けない 18 章

物質から「船型タイプⅡ」へとそれぞれ変更され、海上輸送に関する規制が強化されることと

なっております。 
この改正が行われますと、政府におかれては条約改正に即した関連国内法の改正を進められ

ることと理解いたしております。 
本改正の趣旨につきまして、私どもは厳粛に受け止め、実行に当たって遵守をするべく検討

をいたしておりますが、別途「事情説明」に記しましたとおり、国内における船舶賦存の現状

並びに今後の新船建造事情等を考慮いたしますと、油脂類の円滑な海上輸送が極めて困難な状

況にあると言わざるを得ず、関連産業界の事業継続に重大な影響をもたらすことを懸念いたし

ております。 
関連国内法改正の検討に当たり、油脂類の海上バルク輸送に関して、関係団体として次のよ

うに意見を述べさせていただきます。 
 
「製油産業、加工油脂産業並びに油脂取り扱い事業者の事情について」 
 
１．国内における油脂類の海上輸送の実態と問題点 

日本における食用、工業用に供給される動植物油の総生産量は、平成 16 年度において 
3、069 千トンで、そのうち輸入された油は 994 千トンとなっております。品目別見ますと 
従来から輸入量の多かったパーム油やヤシ油に加えて大豆油、菜種油の輸入が増加しており、 
今後もその傾向が続くことが予想されております。             【資料－1】 

資料４ 



日本の製油工場、加工油脂工場及び油脂取り扱い事業所は大規模工場から配送基地までさ

まざまで全国各地の港湾に立地しており、岸壁数、各着岸可能な船の大きさは【資料－2－1】 
 【資料－2－2】の通りです。 

 
また、工場の多くは臨海地区に立地している関係上、本船－工場間または工場－工場間の

輸送の多くを船舶に依存しており、平成１６年度の総供給量のうち 920 千トンが内航船によ

りバルク輸送されております。                          
これらの工場のうち、特に植物油製造会社では「船型Ⅱ」に属する大型船が接岸できる岸

壁を有している工場は少なく、大部分が総トン数 299 トン（積載量 500 トン）以下の船舶輸

送に依存しております。                         【資料－3】 
                                   【資料－4】 
更にマーガリンなどの加工油脂工場の中には水深の関係上「はしけ」や「平水船」の輸送

に依存せざるを得ない工場が存在します。これらの工場は、「はしけ」、「平水船」による輸送

が出来なくなる場合には、操業停止、工場閉鎖に追い込まれることが懸念されます。 
                                     【資料－5】 
 
２．油脂類輸送船の現状 

植物油の多くは食品に使用されることから、食品衛生上の安全を確保するため、化学製品

を運搬するケミカル船と共用することは出来ません。ケミカル船の転用についても油脂運搬

に可能な大きさの船は少なく、かつ特定の物質を運搬しており、転用は難しいのが現状です。 
内航タンカー組合の調査によれば、現有の油脂輸送船総数は 34 船、このうち船型「Ⅱ」

の要件を満たす船は６船にすぎず、平成１６年度には油脂類輸送総量の 26.8％にあたる 247
千トンを輸送したに過ぎません。              【資料－3】【資料－6】 

 
仮に 247 千トン以外の油脂をローリーで輸送すると想定した場合、10 トン車で年間約

67,000 回の運搬が必要で、これに要するローリー車は約 220 台になります。 
製油工場、加工工場は大量生産の工場が多く、船舶での輸送が出来ない場合には安定操業

に支障をきたし、強いては重要な栄養供給源である油脂を消費者に安定供して供給すること

が出来なくなる可能性があります。 
【673,000t÷10 トン／台÷12 月÷25 日＝224 台】 

 
３．油脂輸送船の「Ship typeⅡ」への改造・新造船の造船能力の問題と経済的負担 

油脂輸送船については多くは「Ship-typeⅢ」であり、その大部分は大幅な改造が必要で

1.2～2 億/船の費用がかかります。その為、船齢を考えると並びに償却費の増加を考えると経

済的に改造は難しい状況にあります。 
国内の中小型船の造船所数は少なく、年間造船能力は５～６船と聞いております。急な投

資は船舶会社の大幅な経済的負担となるとともに油脂関連会社に取りまして大幅な運賃増加

となり、利益率の低い業界に取り、経営基盤を揺るがしかねません。 
「船型要件Ⅱ」の新造は岸壁の制約上、大型船への転用は難しく、また、積載可能量はダ

ブルハル構造になる為、30％程度減少するといわれていることから必要船舶数 20～25 隻と



推定されています。 
新造価格は積載量 500 トン船で 4～4.8 億で、償却年数は 20 年としますと、新造船１船当

り（48,000 万円として）の経費アップは償却費、金利のみでも 38 円／トンで 1.1％上昇し

ます。 
投資金額を一定の押さえ、１０年間で計画的に新造した場合（平均 2.隻）の油脂トン当た

り費用上昇は約 76 円になり、現行運賃より 2.2％アップになり、利益率の少ない業界にとっ

て大きな負担になります。                       【資料－7】 
 

４．船舶輸送をローリー輸送に変更した場合の環境負荷について 
「船型要件Ⅱ」以外の船舶で輸送している油脂量をローリーで輸送した場合の油脂トン当た

りの CO2 発生量は 35.20ＫＧ／トン、船からの排出量は 22.76ＫＧ／トンで約 1.55 倍多く、

温暖化対策を推進している中で、大きな問題になります。         【資料ｰ 8】 
 
このような実態から、制度改正に伴い要件を満たす船を新造することが必要となっており

ますが、造船所の建造能力の限界から、全ての船を「Ⅱ」に切り替えるには相当の長期間が

必要であり、法施行時期に間に合わせることは不可能な実態にあります。また、製油関連業

界並びに内航タンカー会員会社の健全な経済活動もために改既存の船舶については下記のよ

うにする必要があると考えます。 
 
 

記 
 
 １．新制度移行への十分な猶予期間の設定 

「事情説明」に記した実情を踏まえ、油脂類の輸送船に関しては改正法施行後の実施移行

への猶予期間を 10 年とすること 
 

２．例外措置の設定 
「はしけ」、「平水船」については今回の改正適用外とすること 

 



油脂の生産量推移
（単位　千トン）

区分 　　　年次 H8年 9 10 11 12 13 14 15 16

製品輸入 560 604 584 574 627 644 690 738 827

植物油 原料輸入 1,710 1,767 1,751 1,817 1,819 1,808 1,809 1,784 1,737

小計 2,270 2,371 2,335 2,391 2,446 2,452 2,498 2,522 2,564

輸

製品輸入 749 766 698 685 773 823 819 856 944

計 原料輸入 1,710 1,767 1,751 1,817 1,819 1,808 1,809 1,784 1,737

入 小計 2,459 2,533 2,449 2,502 2,592 2,631 2,627 2,640 2,680

製品輸入 98.9 102.3 91.1 98.1 112.8 106.5 99.5 104.5 110.3

対前年比 原料輸入 101.4 103.3 99.1 103.8 100.1 99.4 100 98.7 97.3

（％） 小計 100.7 103.0 96.7 102.2 103.6 101.5 99.9 100.5 101.5

国 62 63 62 63 66 64 60 60 58

341 342 346 342 338 315 332 325 331

産 403 405 408 405 404 379 382 385 389

96.6 100.5 100.7 99.3 99.8 93.8 100.7 100.7 101.1

2,332 2,434 2,397 2,454 2,512 2,515 2,559 2,582 2,622

合 99.8 104.4 98.5 102.4 102.4 100.1 101.7 100.9 101.5

530 504 460 453 484 495 451 443 448

計 101.1 95.1 91.3 98.5 106.8 102.3 91.0 98.3 101.1

2,862 2,938 2,857 2,907 2,996 3,011 3,009 3,025 3,069

100.1 102.7 97.2 101.8 103.1 100.5 99.9 100.5 101.5

品目別輸入実績

H8年 9 10 11 12 13 14 15 16
大豆油 1 3 1 4 1 3 4 17 28
菜種油 5 4 4 3 19 22 17 17 48
綿実油 14 12 12 12 9 8 6 8 7
サフラワー油 39 43 41 31 19 20 19 14 13
ごま油 2 2 2 2 2 2 2 2 3
トウモロコシ油 2 1 0 1 0 0 2 2 2
ヒマワリ油 14 14 13 10 23 21 26 23 20
こめ油 3 3 5 7 10 10 14 19 27
やし油 20 28 33 28 32 31 44 57 60
パーム・パーム核油 415 423 409 418 424 443 466 479 517
亜麻仁油 0 0 0 0 0 1 4 14 12
ひまし油 17 26 15 22 24 23 22 26 25
その他 31 44 49 37 63 60 65 59 63
小計 560 604 584 574 627 644 690 738 827
牛脂 98 92 86 85 93 84 63 74 73
ラード 1 1 1 1 2 3 4 2 2
豚脂 ー
その他（魚油含む） 90 69 27 25 52 93 61 42 42
小計 189 162 114 111 146 180 129 118 117
合計 749 766 698 685 773 824 819 856 944

（出典）　農水省食品産業振興課編　「我が国の油脂事情」より　
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資料―１


























